
委   託   契   約   書 

 

 

 

１  委託業務の名称  令和８年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務 

 

２  履 行 期 限  契約締結日 から 令和９年３月３１日まで 

 

３  業 務 委 託 料  金       円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金      円） 

 

４ 契 約 保 証 金  免除 

 

 

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における同意に基づ

いて別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

 

                         令和８年  月  日 

 

 

                        発注者 住  所  前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                                 氏  名  群馬県知事  山 本  一 太   印  

 

 

                        受注者 住  所   

 

                                 氏  名   

                                                        印 

                             

 



 

業 務 委 託 契 約 約 款 

 

（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、令和８

年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務実施要領及び令和８年度ぐんま

森林経営管理サポートセンター設置運営業務委託仕様書に従ってこの契約を履行しなけ

ればならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了するものとし、発注者は、その業務委託料を支払う

ものとする。 

３ 受注者は、この約款又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除

き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。  

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、受注

者は、別記「個人情報取扱特記事項」に従い、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

６ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、計量法（平成４

年法律第５１号）に定めるものとする。  

８ この約款における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法

（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。  

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。  

１０ この契約に係る訴訟の提起又は調停（発注者と受注者との協議の上選任される調停

人が行うものを除く。）の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を

第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、

あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によっても、なおこの契約の成果品に係る業務の執

行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を

除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければな

らない。 



４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を得た場合は、業務委託料債権

の譲渡により得た資金をこの契約の成果品に係る執行以外に使用してはならず、またそ

の使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第３条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 受注者は、この契約に用いた資料その他関係資料を第三者のために転写し、又は閲覧

させ、若しくは貸し出してはならない。 

３ 受注者は、磁気ファイル等の特性に留意し、委託業務に係るデータ処理、保管及び移

転の各段階において、滅失、損壊又は目的外使用が行われることのないよう、万全の注

意を払うよう努めなければならない。 

４ 受注者は、委託業務で作業場所から持ち出す、又は持ち込む資料等は、その取扱いが

分かるように記録を残さなければならない。 

 

（監督員） 

第４条 発注者は、監督員を定めたときは、監督員指定・変更通知書（第１号様式）によ

りその氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、契約書に定めるもののほか、仕様書等の定めるところにより次に掲げる権

限を有する。 

一 業務の実施に関する受注者又は受注者を代理し、統括責任者との業務連絡及び調整

に関すること。 

二 業務の実施状況に関する立会及び業務の実施結果に関する確認。 

 

（統括責任者） 

第５条 受注者は、業務の実施に当たり、統括責任者を定め、統括責任者指定・変更通知

書（第２号様式）によりその氏名を発注者に通知しなければならない。統括責任者を変

更したときも、同様とする。 

２ 統括責任者は、常に監督員と連携を保ち、次に掲げる職務を行う。  

一 業務の実施の総括管理に関すること。 

二 業務の実施に関する監督員との業務連絡及び調整に関すること。 

三 その他、発注者が認めた業務。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第６条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ、発注者の承諾を得なければならない。 

３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名

称その他必要な事項の通知を請求することができる。 



 

（仕様書等の変更） 

第７条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下本条

において「仕様書等」という。）の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更する

ことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間

若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担

しなければならない。 

 

（業務委託料の変更方法等） 

第８条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す

る。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（業務の中止） 

第９条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災その他の自然的な事象（以下「天

災等」という。）であって、受注者の責めに帰すことができないものにより業務を行

うことができないと認められるときは、発注者は受注者に通知して、業務の全部又は

一部を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して業

務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認

められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。 

 

（臨機の措置） 

第１０条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ発

注者の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、こ

の限りではない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。 



４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者がこれを負担する。 

 

（一般的損害） 

第１１条 業務の完了前に、生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害（次条第１項、

第２項若しくは第３項又は第１３条第１項に規定する損害を除く。）については、受注

者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により

生じたものについては、発注者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１２条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害

の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の

性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠

償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等

発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ

の限りでない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ

り第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないと

きは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注

者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担

する。 

４ 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。 

 

（不可抗力による損害） 

第１３条 業務の完了前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができ

ないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、試験等に供される業務

の出来形部分（以下「業務の出来形部分」という。）、仮設物又は作業現場に搬入した

調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発

注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの。以下この条において「損害」

という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、



当該損害の額（業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であっ

て立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額

に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損害

合計額」という。）のうち、業務委託料の１００分の１を超える額を負担しなければな

らない。 

５ 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定め

るところにより算定する。 

 一 業務の出来形部分に関する損害 

   損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合には

その評価額を差し引いた額とする。 

 二 仮設物又は調査機械器具に関する損害 

   損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相

応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費

の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「業務委託料の１００分の１を超える額」とあるのは「業

務委託料の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を

適用する。 

 

（検査） 

第１４条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、受理日から起算して１０日以内に

業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなけれ

ばならない。 

 

（業務委託料の支払） 

第１５条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を委託料

請求書（第３号様式）により請求することができる。 

２  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に

業務委託料を支払わなければならない。 

 

（前金払） 

第１６条 受注者は、前条の規定に関わらず、業務委託料の１０分の３以内の前払金の

支払いを前金払請求書（第４号様式）により請求することができる。 



 

（発注者の解除権） 

第１７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 

 一 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

 三 その他役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

 四 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が一号から三号までのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 五 受注者が第一号から第三号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約

の相手方としていた場合（第四号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対

して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により、この契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

３ 発注者は、業務が完了するまでの間は、第１項の規定によるほか、必要があるときは、

この契約を解除することができる。 

４ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第１８条 発注者は、成果品に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であるときは、発注者の指定した方法により、受注者に対して修補、代替物

の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求（以下「追完請求」という。）す

ることができる。 

２ 発注者は、成果品が契約不適合により、本契約の目的が達成できないと判断する場合、

前項に定める追完の催告を行うことなく、発注者の選択により損害賠償の請求及び契約

の解除をすることができる。 

３ 発注者が契約不適合を知った時から１年以内にその旨を受注者に通知しないときは、

発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及

び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（暴力団等による不当介入があった場合の届出義務） 



第１９条 受注者は、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を

行う恐れのある関係者（暴力団等）から不当要求行為を受けた場合は、その旨について、

発注者への報告及び警察への届出を行わなければならない。 

 

（受注者の解除権） 

第２０条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

 一 第９条の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５を越えたとき。 

 二 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったと

き。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。 

 

（解除の効果） 

第２１条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の

業務は消滅する。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が

すでに業務を完了した部分の引き渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分

を検査の上、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けることができる。この場合にお

いて、発注者は、当該引き渡しを受けた既履行部分に相当する業務委託料（以下「既履

行部分委託料」という。）を受注者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第２２条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができ

ない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、業務委託料に、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が定

めた率で算出した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第１５条第２項の規定による業務委託料の支

払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定

により財務大臣が定めた率で算出した額の遅滞利息の支払いを発注者に請求すること

ができる。 

 

（契約外の事項） 

第２３条 この約款に定めのない事項については、群馬県財務規則（平成３年群馬県規

則第１８号）の定めによるものとし、なお疑義があるときは発注者と受注者とが協議



して定める。 

 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知ら

せてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、事務の目

的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な

手段により行わなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第４ 乙は、甲の指示があるときを除き、この契約による事務に関して知ることができた

個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供して

はならない。 

 

（管理体制） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して個人情報を取り扱う責任者及び従事者について、

甲に書面により報告しなければならない。 

２ 乙が個人番号利用事務等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第１０条第１項）

の委託を受けている場合においては、特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報

（番号法第２条第８項）。以下同じ。）を取り扱うことができる従事者及びその権限につ

いて書面で報告しなければならない。 

 

（適正管理） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及び

毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の受け渡しや廃棄等の状況を管理するための台帳を作成しなければな

らない。 

３ 乙は、個人番号利用事務等の委託を受けている場合においては、特定個人情報の取扱

い状況を管理するための台帳を作成しなければならない。 



４ 乙は、複数人に一斉に電子メールを送信する場合は、必要がある場合を除き、他の送

信先の電子メールアドレスが分からないようにするよう特に留意すること。 

 

（作業場所の特定） 

第７ 乙は、あらかじめ特定した作業場所において、この契約による事務に係る個人情報

を取り扱わなければならない。 

２ 乙は甲が承諾したときを除き、前項の作業場所から、この契約による事務を処理する

ため、甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された

資料等を持ち出してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第９ 乙は、書面による甲の許諾を得たときを除き、この契約による事務について、第三

者にその処理を委託（委託先が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第

１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）してはならない。 

２ 乙は、甲の許諾により、第三者にこの契約による事務を再委託する場合には、甲が乙

に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとす

る。 

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方がこの契約に基づく一切の義務を遵守するよう監

督するとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相

手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

４ 乙は、甲の許諾により、第三者にこの契約による事務を再委託する場合には、乙及び

当該第三者がこの特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項につい

て、当該第三者と約定しなければならない。 

５ 前４項の規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

 

（媒体等の返却等） 

第１０ 乙は、甲が別に指示したときを除き、この契約による事務を処理するため、甲か

ら提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された媒体・書類

等を、この契約終了後、直ちに甲に返却するものとする。 

  なお、法令等の規定により、保存期間が定められているものについては、当該保存期

間終了後、直ちに甲に返却するものとする。 

２ 乙は、甲の指示により個人情報が記録された媒体・書類等を削除又は廃棄する場合に

は、復元又は判読が不可能な方法により確実に廃棄等するとともに、廃棄等したことにつ



いて遅滞なく甲に書面により報告するものとする。 

 

（従事者への周知及び監督等） 

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後におい

て、その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）により罰則（個人番号利用事務等の委託を受けている場合において

は、さらに番号法第９章に定める罰則）が適用される場合があることなど、個人情報の保

護のために必要な事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱

う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。 

２ 乙が個人番号利用事務等の委託を受けている場合においては、乙は前項に加え、番号

法・ガイドライン（特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）

（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第６号））その他の規定により義務づけられて

いる安全管理措置を図るため、従事者に対する監督・教育を行わなければならない。 

 

（派遣労働者の利用時の措置） 

第１２ 乙は、この契約による事務を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、

秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守

秘義務の期間は、第２に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、

派遣労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。 

 

（実地検査等） 

第１３ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、

作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理及び再委託先の監督の状況について随

時検査し、又は報告を求めることができる。 

２ 乙が個人番号利用事務等の委託を受けている場合においては、乙は、特定個人情報の

取扱い状況を管理するための台帳及び、この特記事項の遵守状況について、少なくとも半

年に一度、甲に報告しなければならない。 

 

（漏えい等の報告） 

第１４ 乙は、この契約による事務に関して個人情報の漏えい、滅失及び毀損等個人情報

の適正な管理に反する事態が発生し、又は発生したおそれがある場合は、速やかに被害を

最小限にするための措置を講ずるとともに、書面により甲に報告し、甲の指示に従わなけ

ればならない。 

 

（契約の解除） 



第１５ 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は

一部を解除することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその

損害の賠償を求めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第１６ 乙がこの特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被っ

た場合には、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 

 

注１ 「甲」は県の機関を、「乙」は受託者を指す。 

２  委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略すること

とする。 

 



第１号様式 

 

監督員 指定・変更 通知書 

 

                                                        年    月    日 

             様 

 

 

                            

                         群馬県知事  

 

 

               

  次のとおり、監督員を 指定・変更 したので、業務委託契約約款第４条第１項の規

定により通知します。 

 

記 

 

  １  業務名 

令和８年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務委託 

 

  ２  監督員の職及び氏名 

 

        監督員  職        氏名 

 

３ 権限の分担 

業務委託契約約款第４条第２項の規定により自ら行使する権限 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 

 

統括責任者 指定・変更  通知書 

 

                                                        年    月    日 

  群馬県知事      あて 

 

 

                                      所在地  

                   商号又は名称  

                                    代表者 職 氏名                   

 

 

               

  次のとおり、統括責任者を 指定・変更 したので、業務委託契約約款第５条第１項

の規定により通知します。 

 

記 

 

  １  業務名 

令和８年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務委託 

 

  ２  統括責任者の職及び氏名 

 

        統括責任者  職        氏名 

 

３ 権限の分担 

業務委託契約約款第５条第２項の規定により自ら行使する権限 

 

 ４ 有資格に関する証明書の写し 

 

 

 

 



第３号様式 

                                令和  年  月  日 

 

委託料請求書 

 

群馬県知事     あて 

 

                                      所在地  

                   商号又は名称 

                                    代表者 職 氏名          印 

                    登録番号 T 

 

 次のとおり請求いたします。 

 

請求金額 

 

 

 

千  

 

百  

 

十  

 

万  

 

千  

 

百  

 

十  

 

円  

消費税及び地方消費税         円 

委託業務の名称 令和８年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務委託 

業務完了年月日 令和  年  月  日 

委託契約年月日 令和  年  月  日 

業務委託料Ａ 
 

 

千  

 

百  

 

十  

 

万  

 

千  

 

百  

 

十  

 

円  

 

前払金額 Ｂ 

※受領済額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精算請求金額 

Ａ－Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座振替先 

           普通預金・当座預金 

  銀行  本（支）店              番 

            

名 義 

（フリガナ） 

※金額欄は、消費税及び地方消費税を含む額を記載すること。 

 

 

 



第４号様式 

                                令和  年  月  日 

 

前金払請求書 

 

群馬県知事      あて 

 

                                      所在地  

                   商号又は名称 

                                    代表者 職 氏名          印 

                    登録番号 T 

 

 次のとおり請求いたします。 

 

前金払 

請求金額 

 

 

 

千  

 

百  

 

十  

 

万  

 

千  

 

百  

 

十  

 

円  

消費税及び地方消費税         円 

委託業務の名称 令和８年度ぐんま森林経営管理サポートセンター設置運営業務委託 

業務完了年月日 令和  年  月  日 

委託契約年月日 令和  年  月  日 

業務委託料 
 

 

千  

 

百  

 

十  

 

万  

 

千  

 

百  

 

十  

 

円  

 

口座振替先 

           普通預金・当座預金 

  銀行  本（支）店              番 

            

名 義 

（フリガナ） 

※金額欄は、消費税及び地方消費税を含む額を記載すること。 

 


